
令和7年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の実施計画 令和８年３月時点

No 交付金事業の名称 事業始期
支援開始

時期
事業終期 事業概要 総事業費 事業の対象 成果目標 実施状況の公表等について

（目的・効果） 積算額 概要・積算根拠等 （交付対象者・対象施設等）

1
物価高騰重点支援給付金（住民税均等割非課税
世帯・こども加算・不足額給付）支給事業

R7.2 - R8.3
物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。

276,310千円 276,310千円

低所得世帯への給付金及び事務費
【積算】
R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯10,392世帯×30千円、子ども加算1,159人×20
千円、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者13,470人（225,240千円）
のうちR7計画分

事務費42,130千円
事務費の内容：需用費（事務用品等）、役務費（郵送料等）、業務委託料、使用料及び賃借
料、人件費、その他として支出

低所得世帯等の給付対象世帯数（10,392
世帯）、定額減税を補足する給付（うち不足
額給付）の対象者数（13,470人）

対象世帯に対して令和７年２月までに支給を開始
する

- - ホームページ、広報誌

5
物価高騰による負担を軽減するためのキャッ
シュレス決済ポイント還元事業

R7.12 R8.2
R8.4
以降

食料品等の物価高騰に直面している生活者の負担を軽減すると
ともに市内経済の活性化やキャッシュレス決済の普及促進を図
る観点から、市内の店舗（大手チェーン店を除く）でキャッシュレ
ス決済を行った者に対し、一定のポイント（還元率20％・上限
1,000円/回、6,000円/実施期間）を付与するもの。

200,300千円 200,300千円

委託費用（ポイント還元に要する費用、販促物費用、キャンペーン実施手数料）、消耗品費、
印刷費及び郵送費
【積算】
ポイント還元額6,000円×30,000人=180,000,000円及び事務経費（約10%）
=20,300,000円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内事業者においてキャッシュレス決済を利
用する生活者

利用者数：30,000人
①食料品の物価高騰に対
する特別加算

④消費下支え等を通じた
生活者支援

ホームページ、広報誌等

6
省エネ家電製品購入促進事業（市民）（エネル
ギー等の物価高騰に直面する生活者への支援）
（令和７年度分）

R7.6 - R8.3

エネルギー等の物価高騰に直面する生活者への支援を行うた
め、省エネ家電の買い替えにかかる費用を補助することで、光熱
費の削減を推進するとともに、あわせて市内の温室効果ガスの
削減を推進する。なお、給付対象については、エネルギー等の物
価高騰に直面する生活者への支援という事業目的から、対象と
なる省エネ家電製品を購入した者に限定している。

9,600千円 9,600千円

兵庫県内の店舗で省エネ家電製品を新品（未使用品）で合計 5 万円（税抜）以上購入し、設
置が完了している方への補助
合計１０万円以上：２万円
合計５万円以上１０万円未満：１万円
【積算】
20千円/件×480件＝9,600千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市民
事業概要に示している480件を目標に、補助金を
交付するよう努める

④省エネ家電等への買い
換え促進による生活者支
援

- ホームページ

7
省エネ家電製品購入促進事業（事業者）（エネル
ギー等の物価高騰に直面する事業者への支援）
（令和７年度分）

R7.6 - R8.3

エネルギー等の物価高騰に直面する事業者への支援を行うた
め、省エネ家電の買い替えにかかる費用を補助することで、光熱
費の削減を推進するとともに、あわせて市内の温室効果ガスの
削減を推進する。なお、給付対象については、エネルギー等の物
価高騰に直面する事業者への支援という事業目的から、対象と
なる省エネ家電製品を購入した者に限定している。

400千円 400千円

兵庫県内の店舗で省エネ家電製品を新品（未使用品）で合計 5 万円（税抜）以上購入し、設
置が完了している方への補助
合計１０万円以上：２万円
合計５万円以上１０万円未満：１万円
【積算】
20千円×20件＝400千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内中小企業及び
フリーランスを含む個人事業主

事業概要に示している20件を目標に、補助金を交
付するよう努める

⑦中小企業等に対するエ
ネルギー価格高騰対策支
援

ホームページ

8
省エネ設備導入のための大規模改修促進事業
（エネルギー等の物価高騰を踏まえた市内中小
企業等への支援）（令和７年度分）

R7.6 - R8.3

エネルギー等の物価高騰によって経営状況の悪化に直面する市
内の中小企業や社会福祉法人の経営状況を向上させるため、市
内に有する事業所への省エネ性能の高い設備導入に必要な大規
模改修費用に対して補助をすることで、光熱費の削減を推進す
るとともに、あわせて市内の温室効果ガスの削減を推進する。

4,000千円 4,000千円

大規模改修費用に対する補助（対象経費：設計費、機械装置等購入費、工事費）の3分の1
以内（上限100万円））
【積算】
1,000千円×4件＝4,000千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内中小企業、社会福祉法人
事業概要に示している4件を目標に、補助金を交付
するよう努める

⑦中小企業等に対するエ
ネルギー価格高騰対策支
援

ホームページ

9 ひとり親世帯への生活支援給付金支給事業 R7.4 - R7.11
物価高騰に直面する低所得のひとり親世帯に対して、給付金に
よる支援を行う。

1,922千円 1,922千円

対象世帯への給付金
【積算】
事業の実施に必要な会計年度職員人件費等（１年間）１,９２２千円
なお、人件費以外の事業費・事務費については令和６年度実施
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

低所得のひとり親世帯（児童扶養手当受給世
帯等対象児童）

早期に支給を行い、対象者700人全てへの支給を
目指す。

②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

ホームページ

10 保育所等給食支援事業 R7.4 - R8.3

市立就学前施設（認定こども園及び保育所）における給食費（う
ち主食費）の物価高騰相当分の保護者負担を軽減し、市が負担
することで安全安心で栄養バランスを保った給食を引き続き提
供し、物価高騰の影響を受ける子育て家庭への経済的支援を行
う（教職員の給食費は含まない）。

929千円 929千円

物価高騰に伴う給食費（うち主食費）の保護者負担増額分
【積算】
200円（令和７年度保護者負担月額1，000円-令和6年度保護者負担月額800円）×
4,647人（R7年度児童見込み人数）
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

芦屋市立就学前施設で給食を喫食する児童
とその保護者

物価高騰の影響を受ける子育て家庭の負担を軽減
（1ヵ月200円）するとともに、安全安心で栄養バラ
ンスを保った給食を引き続き提供する。

②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

ホームページ
給食費の負担を軽減する保護者には
負担軽減資料の通知を行った。

11 学校給食支援事業 R7.4 - R8.3
物価高騰に伴う給食費（保護者負担）増額分の一部を補助する
ことで、物価高騰の影響を受ける生活者（保護者）を支援する
（教職員の給食費は含まない）。

22,228千円 22,228千円

給食費（賄い材料費）
【積算】
小学校：23円／回×170回×4,062人＝15,883千円
中学校：28円／回×153回×1,481人＝6,345千円
以上計：22,228千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

芦屋市立小中学校保護者

物価高騰の影響を受ける市立小中学校児童生徒の
給食費の保護者負担額の増額を抑制（小学校23円
／回、中学校28円／回）するとともに、安全安心で
栄養バランスを保った給食を引き続き提供する。

②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

ホームページ
令和7年4月に保護者向けに発出し
た、給食費値上げの文書内に物価高騰
対応重点交付金を一部充当し、保護者
負担軽減に務めたことを知らせた。

12
市立学校に対する光熱費高騰対策支援事業（令
和7年度分）

R7.4 - R8.3
直接住民の用に供する施設である市立小学校・中学校の光熱費
高騰分を充当することによって、安定的な学校運営を継続でき
るようにする。

125,653千円 125,653千円

電気使用量・ガス使用量
【積算】
（R7予算額）－（R3決算額）
小・中学校　224,300千円　－　98,647千円　＝　125,653千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

芦屋市立小学校・中学校
対象施設11施設が安定的に運営できるように充当
を行う。

⑨推奨事業メニュー例よ
りも更に効果があると判
断する地方単独事業

ホームページ

13
こども食堂（地域食堂）に対する支援金（物価高
騰対策）の交付事業

R7.10 -
R8.4
以降

フードドライブ等からの支援も受けながら運営しているこども食
堂及び地域食堂に対し、食材費の高騰が当該支援及びこども食
堂等の運営の継続性に与える影響等を考慮し、支援金を交付す
ることで安定的な運営の維持を図るとともに、間接的に物価高
騰の影響を受けた世帯の負担軽減を図るため支援するもの。

4,200千円 4,200千円

こども食堂（地域食堂）を実施する者への支援金
【積算】
利用者１人あたり250円×年間利用人数（16,800人想定）
※交付金の限度額による制限により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、市
の一般財源で対応する予定。

市内の子ども食堂・地域食堂（6か所想定）
物価高騰の影響を受ける市内のこども食堂等が安
定的に運営できるよう、年間利用人数（250円/
人）に対し支援金を交付する。

②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

ホームページ
対象となるこども食堂等に対し、芦屋
市社会福祉協議会や地域支え合い推
進員を通じて周知、案内する。

14 令和７年度私立保育所等物価高騰対策支援事業 R7.10 -
R8.4
以降

原油価格・物価高騰等により光熱費、食材料費及び燃料代が上
昇し影響が生じている市内で事業を実施する保育所、認定こど
も園、小規模保育事業所及び幼稚園（以下「保育所等」という。）
（市立施設は含まない）に対し、安定した教育・保育を継続的に提
供できるよう支援することを目的とする。

14,047千円 14,047千円

負担金、補助及び交付金（賄材料費・電気・ガスの高騰分、ガソリン代の物価高騰分）
【積算】
◆賄材料費・電気・ガスの高騰分
こども一人あたり700円×1,516人×12か月＝12,735千円
こども一人あたり623円×170人×12か月＝1,271千円（※給食提供日が5日に満たな
い場合、減算。）
なお、支援は「こども一人あたり」について行うものであり、職員の給食費は含まれており
ません。
◆ガソリン代の物価高騰分
こども一人あたり20円×170人×12か月＝41千円（※送迎がある施設のみ）
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内に存する認可私立園（保育所8施設、認
定こども園9施設、小規模保育事業所4施
設、幼稚園1施設）

物価高騰の影響を受ける保育施設（22施設）に対
し、事業継続支援することで、各施設の物価高騰へ
の影響が緩和され、負担軽減につながり、安定した
教育・保育の提供が継続される。

⑤医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

ホームページ
市内私立認可園の集まる場で事業実
施の目的等の説明を行った。

15 学校給食支援事業（追加分） R7.10 -
R8.4
以降

物価高騰及び献立計画の状況から、賄材料費（食材費）の追加で
の値上げが必要な状況にあり、当該給食費（保護者負担）増額分
の一部を補助することで、物価高騰の影響を受ける生活者（保
護者）を支援する（教職員の給食費は含まない）。

3,000千円 3,000千円

給食費（賄い材料費）
【積算】
小学校　6円/１食×88回×4,130人＝2,181千円
中学校　7円/１食×76回×1,538人＝819千円
小中学校合計3,000千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない
※交付金の限度額による制限により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、市
の一般財源で対応する予定。

芦屋市立小中学校保護者

物価高騰の影響を受ける市立小中学校児童生徒の
給食費の保護者負担額の増額を抑制（小学校６円
／回、中学校７円／回）するとともに、安全安心で
栄養バランスを保った給食を引き続き提供する。

②エネルギー・食料品価
格等の物価高騰に伴う子
育て世帯支援

ホームページ

16
市立就学前施設等に対する光熱費高騰対策支援
事業

R7.4 -
R8.4
以降

直接住民の用に供する施設である市立幼稚園、市立保育所・認
定こども園、市立児童発達支援施設、市立図書館の光熱費高騰
分を充当することによって、安定的な学校運営を継続できるよ
うにする。

7,516千円 7,516千円

電気使用量・ガス使用量
【積算】
（R7予算額）－（R3決算額）
幼稚園　8,200千円－5,788千円＝2,412千円
保育所・認定こども園　21,100千円－20,662千円＝437千円
市立児童発達支援施設　1,257千円－996千円＝262千円
市立図書館　15,180千円-10,775千円=4,405千円
※交付金の限度額による制限により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、市
の一般財源で対応する予定。

芦屋市立幼稚園、芦屋市立保育所・認定こど
も園、芦屋市立児童発達支援施設、芦屋市立
図書館

対象施設11施設（幼稚園5施設、保育所・認定こど
も園4施設、市立児童発達支援施設1施設、市立図
書館1施設）が安定的に運営できるように充当を行
う。

⑨推奨事業メニュー例よ
りも更に効果があると判
断する地方単独事業

ホームページ

交付金を充当する経費内容＊ 推奨事業メニューの区分
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17

障がい福祉サービス事業所・施設等に対する物
価高騰対策支援事業
（芦屋市介護保険サービス事業所等物価高騰対
策支援金支給事業）

R8.3
R8.4
以降

R8.4
以降

エネルギー・食料品価格等の物価高騰により事業所の運営に影
響が生じている障がい福祉サービス等事業所に対して、障がい
のある人やその家族の生活を支える障がい福祉サービス等提供
事業者の負担軽減等を図ることを目的とした支援金を支給する
ことで、障がい福祉サービスの安定した提供が継続されること
を目指すもの。

9,400千円 9,400千円

負担金、補助及び交付金（電気代、ガス代、ガソリン代、食費）
【積算】
相談支援サービス…1事業者当たり50千円×4事業所＝200千円
訪問系サービス…1事業者当たり50千円×4事業所＝200千円
通所系サービス…1事業者当たり300千円×20事業所＝6,000千円
施設系サービス…1事業者当たり500千円×6事業所＝3,000千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内障がい福祉サービス事業所・施設等

令和8年3月中に事業に着手し、対象となる事業所
（相談支援サービス4事業所、訪問系サービス4事
業所、通所系サービス20事業所、施設系サービス6
事業所）のうち、申請があった事業所への支給を行
う。

⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

ホームページ

18

介護保険サービス事務所等に対する物価高騰対
策支援事業
（芦屋市介護保険サービス事業所等物価高騰対
策支援金支給事業）

R8.3
R8.4
以降

R8.4
以降

物価等の高騰による影響があり申請のあった事業所へ支援金を
支給することで、安定した介護サービスを継続して提供できる状
況をつくる。

36,000千円 36,000千円

負担金、補助及び交付金（電気代、ガス代、ガソリン代、食費）
【積算】
（居宅介護支援）
居宅介護支援：1事業者当たり50千円×24事業所＝1,200千円
（訪問系サービス）
訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問
介護看護、夜間対応型訪問介護、第1号訪問事業：1事業者当たり50千円×60事業所＝
3,000千円
（通所系サービス）
通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、小規模
多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、第1号通所事業：1事業者当たり300
千円×31事業所＝9,300千円
（施設系サービス）
特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症対応型共同生
活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活
介護
(1)定員30人未満：1事業所当たり500千円×13事業所＝6,500千円
(2)定員30人超（併設型の短期利用を定員に含む）：1事業所当たり1,000千円×16事業
所＝16,000千円
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内介護保険サービス事業所

令和8年3月中に事業に着手し、対象となる事業所
（居宅介護支援24事業所、訪問系サービス60事業
所、通所系サービス31事業所、施設系サービス14
事業所）のうち、申請があった事業所への支給を行
う。

⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

ホームページ、メール、集団指導等

19 私立保育所等物価高騰対策支援事業（追加分） R8.3
R8.4
以降

R8.4
以降

物価高騰等により食材料費及び光熱費が上昇し影響が生じてい
る市内で事業を実施する保育所、認定こども園、小規模保育事
業所及び幼稚園（以下「保育所等」という。）（市立施設は含まな
い）に対し、安定した教育・保育を継続的に提供できるよう支援
することを目的とする。

9,939千円 9,939千円

負担金、補助及び交付金（賄材料費・電気・ガスの高騰分）
【積算】
賄材料費・電気・ガスの高騰分
こども一人あたり500円×1,512人×12か月＝9,072千円
こども一人あたり425円×170人×12か月＝867千円（※給食提供日が5日に満たない
場合、減算。）
なお、支援は「こども一人あたり」について行うものであり、職員の給食費は含まれており
ません。
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市内に存する認可私立園（保育所8施設、認
定こども園9施設、小規模保育事業所4施
設、幼稚園1施設）

物価高騰の影響を受ける保育施設（22施設）に対
し、事業継続支援することで、各施設の物価高騰へ
の影響が緩和され、負担軽減につながり、安定した
教育・保育の提供が継続される。

⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

ホームページに公表予定
市内私立認可園の集まる場で事業実
施の目的等の説明を行う予定。

20
障がい児通所支援事業所に対する物価高騰対策
支援事業

R8.3
R8.4
以降

R8.4
以降

エネルギー・食料品価格等の物価高騰により、事業所の運営に影
響が生じている障がい児通所支援事業所に対して、負担軽減等
を図り、障がい児通所支援事業が安定して継続できることを目
的に、申請により支援金を支給する。

5,200千円 5,200千円

負担金、補助及び交付金（光熱費等）
【積算】
通所事業所5,100千円（17事業者×300千円）＋訪問系サービス100千円（2事業所×
50千円）
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

市が運営する施設を除く市内の障害児通所
支援事業所（児童発達支援、放課後等デイ
サービス、保育所等訪問支援）

令8年3月中に申請受付けを開始し、対象となる事
業所（通所系サービス１７事業所、訪問系サービス2
事業所）のうち、申請があった事業所への支給を行
う。

⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

ホームページ

21
放課後児童健全育成事業に対する物価高騰対策
支援事業

R8.3
R8.4
以降

R8.4
以降

物価高騰の影響により電気代等の光熱水費等が上昇し、事業運
営に影響が生じている事業所を支援し、安定したサービス提供
が継続できるようにする。

246千円 246千円

負担金、補助及び交付金（光熱費等）
【積算】
電気代166千円（3事業所分（過去の実績値等をもとに算定））＋ガソリン代80千円（1事
業所分（過去の実績値等をもとに算定））
※交付金の限度額による制限等により、交付金を充当できない金額が発生した場合には、
市の一般財源で対応する予定。

放課後児童健全育成事業を実施する市内事
業所

対象事業者3件の内、申請のあった事業者100％
に支援金を支給し、安定したサービス提供が継続で
きるようにする

⑦医療・介護・保育施設、
学校施設、公衆浴場等に
対する物価高騰対策支援

ホームページ

計 730,890千円

＊　積算額の全部又は一部に本交付金を充当予定
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